
令
和
元
年
六
月
二
十
日
提
出

質
問
第
二
七
〇
号

オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
の
普
及
促
進
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

松

平

浩

一
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オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
の
普
及
促
進
に
関
す
る
質
問
主
意
書

二
〇
一
八
年
三
月
の
診
療
報
酬
改
定
に
よ
っ
て
「
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
料
」
、
「
オ
ン
ラ
イ
ン
医
学
管
理
料
」
等
が
創
設
さ

れ
、
厚
生
労
働
省
に
よ
り
「
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
の
適
切
な
実
施
に
関
す
る
指
針
」
が
策
定
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
二
〇
一
八
年

四
月
か
ら
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
が
正
式
に
保
険
適
用
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
実
際
の
利
活
用
に
お
い
て
は
、
様
々
な
制
約
が
あ

り
、
広
く
普
及
す
る
に
は
至
っ
て
お
ら
ず
、
現
状
の
ま
ま
で
は
将
来
に
お
け
る
発
展
も
望
め
な
い
可
能
性
が
あ
る
。

以
上
を
踏
ま
え
、
以
下
質
問
す
る
。

一

現
状
、
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
で
効
率
的
に
再
診
を
行
う
た
め
に
は
、
初
診
か
ら
最
初
の
六
ヶ
月
は
同
一
の
医
師
と
の
対
面
診

療
が
必
要
と
な
る
う
え
、
三
ヶ
月
に
一
度
は
対
面
診
療
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
医
師
が
患
者
の
容
態
を

把
握
し
、
患
者
と
の
信
頼
関
係
を
形
成
す
る
こ
と
と
、
こ
れ
ら
の
制
限
と
の
関
係
性
は
判
然
と
し
な
い
。

オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
が
対
面
診
療
を
補
完
す
る
も
の
で
あ
り
、
対
面
診
療
の
必
要
性
の
低
い
患
者
に
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
に

よ
る
負
担
軽
減
が
双
方
に
と
っ
て
有
用
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
初
診
か
ら
最
初
の
六
ヶ
月
は
同
一
医
師
に
よ
る
対
面
診

療
を
必
要
と
す
る
こ
と
及
び
三
ケ
月
に
一
度
は
対
面
診
療
を
必
要
と
す
る
こ
と
は
、
制
度
の
利
用
促
進
を
著
し
く
阻
害
す
る

も
の
で
あ
る
。

一



初
診
に
つ
い
て
は
対
面
診
療
を
義
務
付
け
る
と
し
て
も
、
そ
の
後
は
医
師
と
患
者
の
合
意
の
下
、
症
状
に
よ
っ
て
は
対
面

診
療
を
必
要
に
応
じ
て
取
り
入
れ
れ
ば
よ
い
と
す
る
な
ど
、
よ
り
利
用
し
や
す
い
仕
組
み
と
す
べ
き
で
あ
る
と
思
料
す
る
。

そ
れ
を
せ
ず
に
現
行
制
度
と
し
た
理
由
、
及
び
現
在
の
政
府
の
検
討
状
況
を
示
さ
れ
た
い
。

二

オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
の
実
施
に
は
、
「
緊
急
時
に
概
ね
三
十
分
以
内
に
当
該
保
険
医
療
機
関
で
対
面
診
療
が
可
能
な
体
制
」

が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
厚
生
労
働
省
が
二
〇
一
八
年
三
月
三
十
日
に
発
出
し
た
疑
義
解
釈
資
料
に
よ
れ
ば
、
こ

の
体
制
は
、
「
夜
間
や
休
日
な
ど
も
含
め
た
緊
急
時
に
連
絡
を
受
け
、
概
ね
三
十
分
以
内
に
、
当
該
医
療
機
関
で
対
面
診
療

が
可
能
な
体
制
が
必
要
で
あ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
医
師
が
常
駐
し
て
い
な
い
僻
地
の
病
院
な
ど
で
は
、
夜
間
休
日
を
問
わ
な
い
診
療
は
オ
ン
ラ
イ
ン
で
な

く
と
も
実
現
困
難
で
あ
る
。
ま
た
、
評
判
の
高
い
医
師
に
つ
い
て
は
、
そ
の
医
療
機
関
か
ら
遠
距
離
で
あ
っ
て
も
診
療
を
希

望
す
る
ニ
ー
ズ
が
あ
り
、
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
診
療
は
ま
さ
に
こ
の
点
で
有
用
性
を
発
揮
す
る
は
ず
で
あ
る
。

�

「
緊
急
時
に
概
ね
三
十
分
以
内
に
当
該
保
険
医
療
機
関
で
対
面
診
療
が
可
能
な
体
制
」
と
の
施
設
基
準
は
廃
止
な
い
し

緩
和
す
べ
き
で
あ
る
と
思
料
す
る
が
、
こ
の
基
準
を
導
入
し
た
理
由
と
、
基
準
を
廃
止
な
い
し
緩
和
す
る
こ
と
の
検
討
状

況
に
つ
い
て
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

二



�

医
師
が
常
駐
し
て
い
な
い
僻
地
の
病
院
等
で
は
夜
間
休
日
を
問
わ
な
い
診
療
は
オ
ン
ラ
イ
ン
で
な
く
と
も
実
現
困
難
な

現
状
か
ら
す
れ
ば
、
少
な
く
と
も
厚
生
労
働
省
の
疑
義
解
釈
を
改
め
、
夜
間
や
休
日
等
の
対
応
は
初
診
時
に
策
定
す
る
診

療
計
画
の
中
に
緊
急
時
の
対
応
（
駆
け
つ
け
る
病
院
や
診
療
所
等
）
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
で
基
準
を
満
た
し
た
も
の
と

す
る
こ
と
が
最
低
限
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
が
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

三

通
常
の
再
診
料
（
電
話
に
よ
る
も
の
も
含
む
）
の
診
療
報
酬
点
数
は
七
十
二
点
と
さ
れ
、
同
じ
く
再
診
に
用
い
ら
れ
る
オ

ン
ラ
イ
ン
診
療
料
は
七
十
点
と
さ
れ
て
い
る
が
、
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
料
を
対
面
や
電
話
に
よ
る
再
診
よ
り
も
低
く
設
定
す
る

根
拠
は
何
か
、
具
体
的
理
由
と
と
も
に
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

四

医
療
法
第
一
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
、
「
医
療
は
、
（
中
略
）
病
院
、
診
療
所
、
介
護
老
人
保
健
施
設
、
介
護
医
療

院
、
調
剤
を
実
施
す
る
薬
局
そ
の
他
の
医
療
を
提
供
す
る
施
設
（
中
略
）
、
医
療
を
受
け
る
者
の
居
宅
等
（
居
宅
そ
の
他
厚

生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
所
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
い
て
、
（
中
略
）
提
供
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
規
定

す
る
。
そ
し
て
、
医
療
法
施
行
規
則
第
一
条
各
号
に
お
い
て
、
①
養
護
老
人
ホ
ー
ム
、
②
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
、
③
軽
費

老
人
ホ
ー
ム
、
④
有
料
老
人
ホ
ー
ム
、
⑤
前
各
号
に
掲
げ
る
場
所
の
ほ
か
、
医
療
を
受
け
る
者
が
療
養
生
活
を
営
む
こ
と
が

で
き
る
場
所
で
あ
つ
て
、
法
第
一
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
医
療
提
供
施
設
以
外
の
場
所
、
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。

三



�

医
療
法
施
行
規
則
第
一
条
第
五
号
に
規
定
す
る
「
医
療
を
受
け
る
者
が
療
養
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
場
所
」
に

は
、
行
政
施
設
（
市
民
会
館
、
公
民
館
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
等
。
以
下
同
じ
。
）
は
含
ま
れ
る
か
政
府
の
見
解
を

明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

行
政
施
設
が
医
療
法
施
行
規
則
第
一
条
第
五
号
に
規
定
す
る
場
所
に
含
ま
れ
な
い
場
合
、
近
隣
に
病
院
や
診
療
所
が
無

く
、
自
宅
で
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
を
利
用
す
る
環
境
が
整
っ
て
い
な
い
患
者
が
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
を
利
用
す
る
た
め
、
行
政

施
設
に
お
い
て
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
を
実
施
で
き
る
よ
う
に
制
度
改
正
が
必
要
と
思
料
す
る
が
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た

い
。

右
質
問
す
る
。

四


